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１ はじめに

わが国の経済・産業構造の大きな転換期を迎え
て、業務の質的変化等による心身の負担が一層増
加することが懸念されることから、平成１２年８月
９日労働省（現厚生労働省）より「事業場におけ
る労働者の心の健康づくりのための指針」（メンタ
ルヘルス指針）が発表された。これにより、事業
者が行うことが望ましいメンタルヘルスの原則的
な実施方法が示されることになった。これを受け
て、平成１３年度より「職場におけるメンタルヘル
ス対策の事業者等支援事業」が中央労働災害防止
協会（中災防）を中心として開始された。平成１５
年度に労災病院での支援事業が加わったため、名
称が「労働者等のメンタルヘルス対策の推進の事
業」に変更され現在に至っている。本稿では、こ
れらの指針・支援事業について解説する。

２ メンタルヘルス指針の内容

メンタルヘスル指針の基本的考え方として、労
働者自身によるストレスへの気づきと対処（セル
フケア）が重要であることと、事業者による教育
研修、相談対応の体制の整備、事業場外資源との
ネットワークの構築の両者が必要であることが強
調されている。メンタルヘルスケアの推進に当た
っては、心の問題は個人差が大きく、人格を否定
する形での評価がされやすいという特性を踏まえ
て、プライバシーへの十分な配慮、人事労務管理
との適切な連携および家庭・個人生活等の影響に
十分に留意することが重要とされている。また、
メンタルヘルスケアは、継続的かつ計画的に行わ
れることが望ましいため、事業場ごとにメンタル
ヘルスにおける問題点を解決する具体的な方法等

についての基本的な計画（「こころの健康づくり
計画」）の策定が推奨される。
メンタルヘスルケアの具体的な進め方として

は、４つのケアという方式が挙げられている
（表）。
セルフケアとは、労働者自らがストレスに対する
耐性を高めることを基本にするもので、ストレ
ス・コーピング（ストレスに対する個人の対処行
動）と自発的な健康相談が主となる。特殊技法と
しては、比較的習得が容易な自律訓練法などが利
用される。ストレスや疲労度の自己チェックにつ
いては、中災防のホームページ（http : //www.
jisha.or.jp/）にアクセスすると、職業性ストレス
簡易評価と労働者の疲労蓄積度自己診断の両者が
可能となっており、ストレスへの気づきに利用で
きる。
ライン（現場の管理監督者）によるケアは、

①職場環境等の改善（ストレス要因の軽減）、②

表 メンタルヘルス指針における４つのケア

１）セルフケア
教育研修および情報提供（ストレスの予防、対処
法など）
上司・専門家などへの相談体制の整備
２）ラインによるケア
職場環境等の改善
個別の相談に対する対応
管理監督者への教育研修・支援
３）事業場内産業保健スタッフ等によるケア
職場環境等の改善
個別の相談に対する対応
ラインによるケアへの支援
事業場外資源とのネットワークの形成
４）事業場外資源によるケア
直接的支援
情報提供および助言
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「いつもと違う」部下の把握と対応、③部下から
の相談への対応、④職場復帰への支援が主とな
る。管理監督者は、積極的傾聴の技法を習得し、
「いつもの部下」を把握しておくことが必要とな
る。また、復職に当たってはメンタルヘルス上の
問題を十分に把握して援助することが重要とな
る。ただし、管理監督者が必ずしもメンタルヘル
スにおいて健康であるとは限らないため、管理監
督者に過大な負担をかけることは避けなければな
らない。部下からの相談にあたっては、「受容」
「共感」「支持」によって対応可能な範囲にとどめ
るべきであり、その範囲を超えるものは専門家の
守備範囲となり、産業保健スタッフや事業場外資
源との適切な連携が必要となる。
事業場内産業保健スタッフ等（産業医、衛生管

理者、保健師、心理相談員、人事労務管理スタッ
フなど）によるケアは、①労働者等に対する教育
研修、②職場環境等の改善、③労働者等からの相
談への対応、④職場適応、治療および復職への指
導などが主となる。治療については、事業場内で
可能でない場合が多いため、事業場外の専門家に
任せ、産業保健スタッフがそれに協力する形をと
ることが多い。復職判定は、通常時間帯に１人で
安全に通勤でき通常時間帯の労働が可能であるこ
とを最低条件にして、職場配転などの配慮を交え
て総合的判断により行われることが望ましい。ま
た、産業保健スタッフは事業場外の資源とのネッ
トワークの形成・維持に中心的役割を担うことが
期待されている。
事業場外資源によるケアは、直接的支援と情報

提供・助言などが想定される。具体的には北海道
を例にとると、従業員５０人未満の事業場を対象と
した地域産業保健センター（道内１７ヵ所）、従業
員５０人以上の事業場を対象とした北海道産業保健
推進センター（札幌市北区北７条西１丁目ニュー
ステージビル）、健保連北海道連合会、中災防北
海道安全衛生サービスセンター、精神科、心療内
科などの医療機関、産業カウンセラー、北海道精
神保健福祉センター、札幌市精神保健福祉センタ
ー、保健所、いのちの電話などの機関がある。事
業場外資源との連携には、労働者のプライバシー
の保護に対して十分な留意が必要となる。

この４つのケアは必ずしも均等に扱われるもの
ではなく、「セルフケア」と「ラインによるケア」が
職場のメンタルヘルスという観点からは重視され
ており、残りの２者はサポートという立場となる。
以上のような体制を整備した上で、事業所にお

いて「心の健康づくり計画」を作成して、年度ご
との目標、計画に基づいて具体的行動をとり、計
画の評価・改善を行うことが求められている。

３ メンタルヘルス指針作成後の展開（労働者等
のメンタルヘルス対策の推進の事業の内容）

メンタルヘルス指針作成を受けて、平成１３年度
より厚生労働省の委託を受けて中災防が中心とな
って指針の普及・定着を図る事業が展開されてい
る。その事業内容は以下のとおりである。
１）啓発広報事業
東京での年１回のシンポジウムの開催が行われ

ている。
２）教育研修事業
管理監督者と産業保健スタッフを対象とした基

礎研修が全国で行われている。研修用テキストに
は、①メンタルヘルスの基礎知識、②職場におけ
るメンタルヘルスの考え方、③職場におけるメン
タルヘルスの進め方について記述されており、研
修会では資料集も添付される。研修会は１回５時
間のコースであり、テキストを用いた講義、自律
訓練と積極的傾聴の体験実習からなっている。北
海道においては、講師として札幌医科大学医学部
神経精神科の精神科医、および日本産業カウンセ
ラー協会札幌部会からの産業カウンセラーの両者
によって講習が行われている。平成１３年度の実績
は、札幌市２回、苫小牧市１回、旭川市１回、岩
見沢市１回の計５回、平成１４年度は札幌市１回、
滝川市１回、小樽市１回の計３回となっている。
また、事業者、管理監督者、産業保健スタッフ

を対象にした自殺予防セミナーが全国で開催され
ており、北海道でも年１回実施されている。
３）メンタルヘルス指針推進モデル事業
メンタルヘルス指針推進モデル事業場（労働者

数３００人以上１，０００人未満の事業場）を選定して、
それに対して専門職（精神科医、産業カウンセラ
ー）を派遣して事業場内の活動の支援を行うもの
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である。指導内容は、職場の問題点の把握、心の
健康づくり計画の策定、職場環境等の改善、相談
体制の整備、メンタルヘルス教育などからなる。
モデル事業場のメンタルヘルス対策の推進によっ
て地域・業界への波及効果が期待されている。支
援専門家の活動日数は年間最大１６日である。成果
は、「メンタルヘルス指針推進モデル事業事例集」
として公表されている。実績としては、平成１３年
度は５２事業場、平成１４年度は６１事業場を対象に行
われた。北海道では平成１３年度と１４年度の両年度
にわたって、現業部門を持つ３事業場で行われて
いる。
４）職場復帰支援モデル事業
平成１４年度よりモニター事業場での試行を通じ

て職場復帰支援プログラムを作成中である。
５）事業場外資源活用の在り方検討委員会
公的機関による労働者・事業場への支援の実態

調査を、①労災病院勤労者メンタルヘルスセンタ
ー（全国１２カ所）、②産業保健推進センター（全
都道府県で設置）、③精神保健福祉センターを対
象に行っている。これを踏まえて、従業員援助制
度（Employee Assistance Program：EAP）機関
の活用が検討されている。
６）精神科医の産業医としての活用に関する調査

研究
メンタルヘルス指針の推進のためには、精神科

医などの専門家が有していた技術を、産業医など
の産業保健スタッフに移転する必要がある。平成
１３年度と１４年度において、精神科医の専門性を発
揮した先進モデル事業を実施して、精神科以外の
産業医向けのマニュアル作成のための調査研究が
行われた。これにより、「仕事のストレス判定図」
（旧労働省研究班）の本格的活用法、うつ病発見
のための簡便な面接法、復職時チェックリストな
どのツールが整備された。

７）都道府県メンタルヘルス対策推進連絡会議の
開催

行政機関、保健機関、関係団体の情報交換、相
互協力の協議が、北海道では北海道労働基準協会
連合会の主催により年１回行われている。

４ おわりに

職場における疾病構造が変化して長期休職者に
占めるメンタルヘルス不全の割合が増加してきた
ことと、年間３万人を越える自殺者の増加の両者
により、職場におけるメンタルヘルスが俄然注目
されるようになってきている。平成１２年３月のい
わゆる「電通事件」における過労自殺の最高裁判
決により、職場における安全配慮義務がメンタル
ヘルスに及ぶとする考えは広く認められるに至っ
ている。同年に発表されたメンタルヘルス指針は
時宣を得たものであるが、その実施にあたっては
問題点も多い。事業場と医療機関を中心とする外
部資源との連携にあたって一番の問題は、医療機
関では職場の実情に明るくなく、職場では疾病の
理解が十分でないという点である。情報の共有の
点でも、医療機関に課せられている守秘義務の壁
は厚い。しかし、職場のメンタルヘルス環境の悪
化は深刻化しており、対応する産業保健スタッフ
もリストラなどの人員削減の対象とされるに至っ
ている。産業医として関わることはもちろんのこ
と、事業場外資源として職場の実情を十分考慮し
た対応が医師・医療機関には強く求められている。
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